
平
成
十
九
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
七
号

警
察
法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
の
特
定
地
方
警
務
官
で
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
を
定
め
る
規
則

警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
警
察
法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
の
特
定
地
方
警
務
官
で
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
を
定
め
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

警
察
法
第
五
十
六
条
の
二
第
一
項
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
は
、
そ
の
属
す
る
都
道
府
県
警
察
（
以
下
「
所
属
都
道
府
県
警
察
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
採
用
さ
れ
、
か
つ
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

た
だ
し
、
国
家
公
務
員
採
用
総
合
職
試
験
（
院
卒
者
試
験
）
、
国
家
公
務
員
採
用
総
合
職
試
験
（
大
卒
程
度
試
験
）
、
国
家
公
務
員
採
用
Ｉ
種
試
験
若
し
く
は
国
家
公
務
員
採
用
上
級
（
甲
種
）
試
験
又
は
国
家
公
務
員
採
用
一
般
職
試

験
（
大
卒
程
度
試
験
）
若
し
く
は
国
家
公
務
員
採
用
Ｉ
Ｉ
種
試
験
に
よ
り
国
の
機
関
の
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
者
（
国
の
機
関
の
職
を
離
職
し
た
後
、
競
争
試
験
に
よ
り
所
属
都
道
府
県
警
察
に
お
い
て
採
用
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）

及
び
選
考
に
よ
り
警
察
庁
に
お
い
て
採
用
さ
れ
た
者
（
最
初
に
警
察
庁
の
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
る
前
に
所
属
都
道
府
県
警
察
に
お
い
て
採
用
さ
れ
、
か
つ
、
警
察
庁
の
職
を
離
職
し
た
後
、
所
属
都
道
府
県
警
察
の
職
員
と
な
っ
た

者
及
び
警
察
庁
の
職
を
離
職
し
た
後
、
競
争
試
験
に
よ
り
所
属
都
道
府
県
警
察
に
お
い
て
採
用
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）
を
除
く
。

一
　
警
察
庁
又
は
所
属
都
道
府
県
警
察
以
外
の
都
道
府
県
警
察
に
お
い
て
昇
任
し
た
こ
と
が
あ
る
者

二
　
所
属
都
道
府
県
警
察
に
お
け
る
採
用
に
係
る
階
級
が
巡
査
部
長
、
警
部
補
、
警
部
又
は
警
視
で
あ
る
者

三
　
所
属
都
道
府
県
警
察
に
お
い
て
、
二
級
上
位
の
階
級
へ
昇
任
し
た
こ
と
が
あ
る
者

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
八
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
四
月
一
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
五
号
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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